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１．これまでの取組（普及活動等）

●下請法運用基準改正を受け機関紙（平成29年1月号）に「政府主導による
下請法の運用強化と下請法運用基準の改正等について」解説を掲載

●下請法に関する独自アンケート調査を実施（平成29年11月）
正・準会員（114社）対象に全45項目のアンケートを実施（提出68社、提出率60％）

●「自主行動計画」について理事会で説明・確認（第388回 平成30年3月）
協会HP掲載、メール配信にて全会員（501社）に周知徹底

●顧問弁護士による「下請取引適正化セミナー」の開催
内容：４つの順守義務、11の禁止事項、コンビニのPB発注、子会社等による発注について
第1回（平成30年2月15日）、第２回（平成30年3月14日）、第3回（平成30年5月15日）
第4回（平成30年10月19日）参加者合計74名
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１．これまでの取組（普及活動等）
・令和２年１２月 改訂版「遵守ガイドブック（独占禁止法・下請法・景品
表示法）※」作成
会員全社にデータにて配信し、改めて社内教育を実施のうえ遵守徹底を図
るよう要請。

※フランチャイズの実務に携わる店舗開発担当者、店舗経営指導者、購買
担当者、販売促進・広告担当者等が独占禁止法、下請法、景品表示法に違
反しないよう留意すべき点を示したもの。





２．令和2年度フォローアップ調査結果（概要）
・調査期間：令和2年9月30日～10月20日
・調査企業：日本フランチャイズチェーン協会の会員企業

15社（CVS７社、小売８社）を対象
・回答企業：CVS７社（前年度同８社）
・回答率 ：46.7％（前年度61.5％ ）

概観
 各社、関連法や指針の浸透・徹底を図るとともに、取引先からの要請等
に対して十分な協議を行っている。

 取引先からの労務費の上昇に伴う取引対価の見直し等の要請に対し、十
分に協議することを徹底している。

 下請代金については、昨年度に引き続き回答企業の全てにおいて、全て
現金払いを実施済み。

 取引先と、「定期的な面談機会の確保」「事業所・向上への訪問」等の
生産性向上に向けた取組を行っている。
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３．令和2年度フォローアップ調査結果と分析
＜合理的な価格決定＞

設問17．2020年度（上期）に適用する単価の決定・改定にあたり、反映できたと 考える
項目をお答えください。

 全ての項目において、「概ね反映できた」又は「一部反映できた」との回答となってお
り、「あまり反映できなかった」の回答は０件。

 「原材料価格の変動」については、昨年度に引き続き、全ての企業が「概ね反映でき
た」と回答している。

２０２０年度 ２０１９年度

概ね
反映できた

一部
反映できた

あまり反映
できなかった

該当
なし

概ね
反映できた

一部
反映できた

あまり反映
できなかった

該当
なし

合理的な原価低減 ４社
(67％)

１社
(17％) － １社

(17％)
３社

(60％)
１社

(20％) － １社
(20％)

労務費変動 ４社
(67％)

２社
(33％) － － ４社

(80％)
１社

(20％) － －

原材料価格変動 ６社
(100％) － － － ６社

(100％) － － －

エネルギー
価格変動

４社
(67％)

２社
(33％) － － ４社

(80％) － １社
(20％) －
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３．令和2年度フォローアップ調査結果と分析
＜支払条件＞
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設問25．下請代金を手形等で支払っている割合はどれくらいですか。

 「支払条件」については、回答企業全社が「すべて現金払い」を実施済み。

２０２０年度 ２０１９年度
全て現金 全て現金

下請代金の支払方法 ６社
(100％)

７社
(100％)

＜取引先との生産性向上に向けた取組＞

設問31．取引先と、生産性の向上に向けて取り組んでいることはありますか。

２０２０年度 ２０１９年度
取り組んでいる 取り組んでいる

定期的な取引先との面談機会の確保 ６社 ６社
定期的な取引先の事業所・工場への訪問 ６社 ６社
生産性向上に関する社内研究会の開催 １社 －

取引先と連携した人材の派遣 １社 １社
取引先の事業継承支援 １社 －



４．まとめ（今後の取組・目標）

【今後の取組・目標】
・改訂版「遵守ガイドブック（独占禁止法・下請法・景品表示
法）」遵守・徹底に向けた継続的な周知

・「FC本部のコンプライアンス」書籍出版（令和３年４月予
定）による勉強会の開催（出版後順次実施予定）

・パートナーシップ構築宣言については、ホームページに掲載
のうえ会員全社にメール配信し、周知を図る。
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